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はじめに 

 

（１）高次脳機能障害者支援の概況 

 平成１３年度から５年間にわたり、国立障害者リハビリテーションセンター

が、１２地域の地方拠点機関と共に高次脳機能障害支援モデル事業を実施し、

支援方法の開発等が行われた。その中で、「高次脳機能障害診断基準ガイドラ

イン」「高次脳機能障害標準的訓練プログラム」「高次脳機能障害標準的社会

復帰・生活・介護プログラム」が作成された。 

 「高次脳機能障害診断基準ガイドライン」の作成以後、医療機関での診断が

進み、現在我が国には、高次脳機能障害の診断を受けた者が一定数存在する1。 

 令和７年３月の時点において、行政が実施する高次脳機能障害者を支援する

主たる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下、「障害者総合支援法」）に基づく地域生活支援事業（都道府県必須事

業）の「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」である。本

事業は、都道府県が高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関（支援拠点機関）

及び支援コーディネーターを配置し、高次脳機能障害者及びその家族に対する

専門的な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実、高次脳機能障害へ

の正しい理解を促進するための普及・啓発事業、高次脳機能障害者の支援手法

等に関する研修等を行うものである。高次脳機能障害者に対する支援体制の確

立が期待されているが、地域によって取組状況に差がある現状にある。 

 そのほか、令和５年度には、地域生活支援促進事業（都道府県事業）として

「高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進事

業」が新設された。本事業は、高次脳機能障害の診断及びその特性に応じた支

援サービスの提供を行う協力医療機関（医療機関、リハビリテーション機関等）

及び専門支援機関（就労支援機関、教育機関等）を確保・明確化するとともに、

地域の関係機関が相互に連携・調整を図り、当事者やその家族等の支援に資す

る情報提供を行う地域支援ネットワークを構築するものであり、切れ目のない

充実した支援体制の促進することを目的としている。 

 また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定では、高次脳機能障害支援者

に関する養成研修を修了した相談支援専門員を配置する計画相談支援・障害児

相談支援の事業所を評価する「高次脳機能障害支援体制加算」と、高次脳機能

障害を有する利用者が一定数以上であって、高次脳機能障害支援者養成に関す

る研修を修了した職員を配置する障害福祉サービス事業所を評価する「高次脳

 
1 高次脳機能障害者の実数についての統計資料は存在しないが、厚生労働省が在宅の障害児・者等を対象とし

て実施した「令和４年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」において

は、医師から高次脳機能障害と診断された者の数が推計されており、令和４年度時点で全国総計約22万

7000人と推計されている。   
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機能障害者支援体制加算」が新設され、事業所における高次脳機能障害者への

対応の強化が図られている。 

 

 

（２）本手引きの目的 

 高次脳機能障害の支援は、障害者本人の意思や要望をしっかりと聞いて進め

ていくことが重要である。 

 本手引きは、医療・行政・福祉等の関係者に対し、高次脳機能障害者の急性

期から回復期、そして生活期に至る各時点における役割や支援のポイントを提

案することを目的とする。 

 本手引きでは、高次脳機能障害の原因となる疾患の発症・受傷から社会参加

へと移行するまでの流れを整理し、各ステップにおける支援について述べてい

る。しかしながら、高次脳機能障害者の困難、支援のニーズは、個人によって

異なるだけでなく、同じ個人であっても時間の経過に伴い変化しうる。よって、

その時々の状態に応じた最適な支援を提供することが重要である。 

 高次脳機能障害は、原疾患により、介護保険と障害福祉サービスの両方に関

わることがある。また、小児期発症の高次脳機能障害の支援は教育にも関わる。

様々な領域に関係するため、サービスの利用や関係者間の連携などに課題が多

く見られる。本手引きではそれらの課題等にも言及している。 

 本手引きの記載内容は、令和６年度障害者総合福祉推進事業「高次脳機能障

害に関する支援の実態調査及び適切な支援を提供するためのガイドラインの作

成」において実施されたアンケート調査（高次脳機能障害に関する支援の実態

調査）、ヒアリング調査、検討委員会での議論の内容を基にしている。 
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１．高次脳機能障害者支援の全般的事項 

 

（１）高次脳機能障害とは 
 

ポイント 

高次脳機能障害は、脳卒中、脳外傷、脳腫瘍、脳炎、低酸素脳症などの病気や事故

によって生じる、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知機

能の低下を呈する障害であり、「高次脳機能障害診断基準」に基づいて診断を行う。

診断には、高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があること、原因疾患

の確認、脳ＣＴ／ＭＲＩなどによる脳内の器質性病変の確認が重要である。神経心理

検査も有効であることが多い。 

 

説明 

高次脳機能障害とは、脳卒中などの病気や事故（交通事故や転倒・転落事故等）な

ど、様々な原因によって脳に損傷をきたしたことで生じる、記憶障害、注意障害、遂行

機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。原因疾患としては脳血管障害が最も

多く、次に脳外傷が多く、そのほか脳腫瘍、脳炎、低酸素脳症などの疾患が続く。若年

者では脳外傷をはじめとして、脳腫瘍、脳炎などの脳卒中以外の割合が高齢者での割合

と比べて高い。日常生活場面で見られる具体的症状の例は下表の通り。 

 

朝食の内容が思い出せなくなった 記憶障害 

仕事に集中できなくなった 注意障害 

計画が立てられなくなった 遂行機能障害 

一日中ベッドから離れないなどの無為な生活を送る 

突然興奮して大声で怒鳴り散らす 
社会的行動障害 

 

高次脳機能障害の診断は、主に、①高次脳機能障害によって日常生活や社会生活での

制約があること、②脳の器質的病変の原因となる疾病の発症や事故による受傷の事実が

確認されていること、③脳画像検査に基づいて行われることによる。補助的診断検査と

して、知能検査や記憶検査など神経心理学的検査が行われる。診断にあたっては、①の

内容が高次脳機能障害の症状なのか、そして、それらが病気や事故によって引き起こさ

れた脳の損傷に関連（因果関係の有無）するのかどうかを見極めて行われる。軽度外傷

性脳損傷（mild traumatic brain injury）では、脳画像検査では明らかな所見が認めら

れないことがある。 
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以下は、国立障害者リハビリテーションセンターから発行されている「高次脳機能障

害者支援の手引き（改訂第2版）」における「高次脳機能障害診断基準」である。 

 

 
 

出典：国立障害者リハビリテーションセンター「高次脳機能障害者支援の手引き（改訂第2版）」 
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（２）支援の流れ 
 

ポイント 

急性期は、医療機関において、疾患そのものに対する救命を主目的とした治療を行

う。回復期は、身体障害及び高次脳機能障害の回復を促すためのリハビリテーション

を行う。生活期は、主に在宅生活が中心となるが、必要があれば、地域でのリハビリ

テーションのための社会資源の活用を推進する。 

なお、身体に麻痺等の症状が後遺しない場合には、急性期から回復期を経ずに在宅

生活や社会復帰へ移行することもあり、困り事がありながらも支援につながらずに生

活を続けているケースや、一定の期間が経ってから支援機関につながるケースもあ

る。 

 

説明 

急性期は、疾患そのものに対する治療が優先される。医師が患者に対して、高次脳機

能障害についての説明を行う機会がないこともある。しかし、意識障害のない軽度な例

では、高次脳機能障害の存在が疑われる場合、高次脳機能障害についての説明及びリハ

ビリテーションが行われる。 

回復期は、脳損傷に起因する身体障害及び高次脳機能障害の回復を促すリハビリテー

ションが展開される。なお、急性期病院から回復期病院に転院することなく、外来診療

（医療保険）や介護保険でのリハビリテーションに移行するケースやリハビリテーショ

ンを受けないケースもある。この時期には、医療機関での診療を受けるための医療費

や、休職・退職に伴う休業補償等の支援を利用することも想定される。 

生活期には、在宅生活を送るための生活支援サービスや、就労・就学等の社会復帰の

ための支援が活用される。この時期には、障害福祉サービス・地域生活支援事業や介護

保険サービス、障害者手帳、障害年金等の支援を利用することが想定される。障害福祉

サービス、介護保険サービス、障害者手帳についての詳細は次節以降で後述する。障害

年金は、初診日から１年６か月が障害認定日となるため、障害年金を受給できる可能性

がある場合、医療機関や支援者は、この時期に外来受診及び評価がなされるように支援

することが望ましい。 

「多くの場合で、高次脳機能障害はゆっくりとある程度まで回復していく」というこ

とを認識しながら支援をすることが重要である。 
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以下は、一般的な高次脳機能障害者支援の流れと、各時期において活用できる主要な

支援制度である。 

 

 
出典：高次脳機能障害に関する支援の実態調査及び適切な支援を 

提供するためのガイドラインの作成 検討委員会作成 
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（３）生活支援サービスの利用について 
 

ポイント 

在宅生活を支える生活支援サービスには、日常の生活をサポートする障害福祉サー

ビスや介護保険サービスがある。そのほか、権利擁護の観点から、成年後見制度や日

常生活自立支援事業等がある。 

介護保険サービスの利用にあたっては、要介護認定を受ける。 

障害福祉サービスの利用にあたっては、精神障害（高次脳機能障害を含む）を事由

とする場合は、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証（精神通院医療）、

医師の診断書（原則として主治医が記載し、国際疾病分類ＩＣＤ－１０コードを記載

するなど精神障害者であることが確認できる内容であること）があれば、サービス利

用の申請を行える。身体障害を事由とする場合は、身体障害者手帳をもってサービス

利用の申請を行える。障害福祉サービスのうち、介護給付のサービスを利用するにあ

たっては、障害支援区分認定を受ける。 

 

説明 

急性期病院や回復期病院を退院した後、必要な支援を受けながら在宅での生活を送っ

ていくためには、障害福祉サービスや介護保険サービス等の利用が効果的である。 

以下は、主要な障害福祉サービスと介護保険サービスの一覧である。このほか、障害

者総合支援法に基づく地域生活支援事業や、介護保険法に基づく介護予防・日常生活支

援総合事業等もある。 

 

 
出典：厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスについて」2 

 
2 厚生労働省「障害福祉サービスについて」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukus 

hi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html） 
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出典：厚生労働省ホームページ「介護保険制度の概要」3 

 

高次脳機能障害では、行動援護、自立訓練、自立生活援助、就労移行支援、就労継続

支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、共同生活援助（グループホーム）、移動

支援、地域活動支援センター、高次脳機能障害支援普及事業等を利用することが多い。 

障害支援区分認定・障害福祉サービスの支給決定や要介護認定・介護保険サービスの

支給決定は、市区町村が行う。 

「器質性精神障害」として位置づけられた高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手

帳だけでなく、自立支援医療受給者証（精神通院医療）や医師の診断書（原則として主

治医が記載し、国際疾病分類ＩＣＤ－１０コードを記載するなど精神障害者であること

が確認できる内容であること）があれば、障害福祉サービスの利用申請をすることがで

きる。 

なお、精神障害者保健福祉手帳の交付申請の際に提出する診断書とは異なり、精神障

害を事由とする障害福祉サービスの利用申請の際に提出する診断書の作成日について

は、経過期間の制限はない。 

  

 
3 厚生労働省「介護保険制度の概要」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kai 

go/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html） 
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以下は、障害福祉サービスの利用申請の際に提出する高次脳機能障害の診断書の様式

例である。 

 

 
 

出典：国立障害者リハビリテーションセンター「高次脳機能障害者支援の手引き（改訂第2版）」 
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ポイント 

要介護認定の対象者は、障害福祉サービスと同様の介護保険サービスについては、

原則として介護保険サービスの利用が優先される。 

個々の障害者の利用意向や障害特性等を踏まえ、介護保険サービスの支給量・内容

では本人にとって必要なサービスが十分に受けられない場合には、障害福祉サービス

の介護給付費等の支給が可能である。 

 

説明 

要介護認定の対象者とは、介護保険の第１号被保険者、及び介護保険の第２号被保険

者で原疾患が特定疾病に該当する者である。以下は、高次脳機能障害の原疾患及び年齢

と対応する福祉サービスを示したものである。 

 

 
出典：高次脳機能障害に関する支援の実態調査及び適切な支援を 

提供するためのガイドラインの作成 検討委員会作成 

 

 

障害福祉サービスは障害者の自立への支援を目的とし、介護保険サービスは高齢者の

生活の支援を目的とする。各個人のニーズ、高次脳機能障害の内容、将来の目標によっ

て、適切な支援・サービスが提供されることが重要であり、関係機関で連携を取りなが

ら対応する必要がある。特に、訓練系・就労系障害福祉サービス（自立訓練・就労移行

支援・就労継続支援・就労定着支援）は介護保険では十分に提供されていないサービス

であるため、要介護認定の対象となる者であっても、就労等を目指す場合は利用・併用

されることが考えられる。若年者では、自立を目標とするため障害福祉サービスを利用

することが多い。 
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（４）障害者手帳の取得について 
 

ポイント 

障害者手帳を取得することは、障害があることの証明になるとともに、障害者雇用

枠での就労、税金の控除や公共料金の割引、医療費の負担減等につながる。 

精神障害に係る初診日から６か月経過した日以後の診断書又は精神障害を支給事由

とする障害年金等の受給を証する書類の写しをもって、精神障害者保健福祉手帳の交

付申請が可能である。 

身体障害を併発している場合は、身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による指

定医師が記載した診断書・意見書をもって身体障害者手帳の交付申請が可能である。 

 

説明 

障害者手帳を取得することによって受けられる支援は自治体によって異なるが、各等

級に応じて、就労支援機関の利用、障害者雇用枠での就労、医療費や税金（所得税・住

民税・自動車税など）の軽減、様々な公共料金（携帯電話、公共交通機関の運賃、上下

水道料金など）の割引などが可能となることが多く、さらに身体障害者手帳では、補装

具の助成が得られることが多い。 

高次脳機能障害は精神障害に含まれる。なお、精神障害者保健福祉手帳の交付申請に

おいて提出する診断書は、精神保健指定医、その他精神障害の診断又は治療に従事する

医師（精神科医師に限らない）が作成できる。 

また、高次脳機能障害者は、麻痺、失調、言語障害、嚥下障害等の身体障害を併発し

ている可能性があり、そのような場合は、身体障害者として支援を受ける観点から身体

障害者手帳の取得も検討される。 

精神障害者保健福祉手帳の交付主体は都道府県・指定都市であり、身体障害者手帳の

交付主体は都道府県・指定都市・中核市である。 

 

 

（５）就労支援について 
 

ポイント 

当事者が就労（新規就労・復職）を希望する場合、身体機能及び高次脳機能の評価

を行う。復職の場合は、雇用先の雇用条件をあわせて確認する必要がある。また、事

業者による障害者への合理的配慮の提供が義務づけられていることから、どのような

配慮が必要か本人と一緒に検討することも重要である。 

その結果を踏まえ、就労内容、就労時期、職業リハビリテーションの適応を判断す

る。具体的には、就労系障害福祉サービスの利用、障害者就業・生活支援センターの

支援、地域障害者職業センターの支援等が挙げられる。 

 

説明 

高次脳機能障害者本人が新規就労・復職を希望する場合には、それを支援することが

重要である。社会復帰によって、社会的行動障害や二次的障害（高次脳機能障害による

生活の制約から、二次的に心理社会的な問題が出現すること）としてのうつ病などが改

善することもあり、社会復帰は本人と家族の双方にとって重要である。 

就労は、一般就労（障害者雇用枠での就労を含む）と福祉的就労に大別される。前者
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は、企業や官公庁などと雇用契約を結んで労働者として就労することで、新たな職場で

の就労を目指すか、元の職場に戻る（復職）ことである。後者は、一般就労が困難な場

合に福祉施設で就労訓練や就労することで、具体的には就労移行支援、就労継続支援Ａ

型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援といった種類がある。 

個々の高次脳機能障害者によって目標が異なり、またそれぞれの環境によって出現す

る症状が異なるため、一人ひとりに合った支援が重要である。急性期病院又は回復期病

院の退院後には、就労に向けて、訓練・リハビリテーション、最適な職業の選択、職場

の環境調整等の支援が有効である。なお、会社員などの復職支援においては、本人や家

族に対して適切に情報提供を行い、退職の判断を早期にしないように支援することが重

要である。また、高次脳機能障害者は就労意欲が高い場合が多く、こうした意欲は、強

み（ストレングス）として捉えて支援することが望ましい。 

また、令和７年１０月から就労選択支援が開始される予定であり、就労アセスメント

の手法を活用することで、障害者が自分に適した働き方や就労先を主体的に選択できる

よう支援することが期待されている。 

 

 

（６）高次脳機能障害のあるこどもへの支援について 
 

ポイント 

原疾患を発症・受傷する年齢によっては、高次脳機能障害の診断が早期に下されな

い場合もある。また、入院中に院内学級との連携が図られるケースもある。進級・進

学時は、早期の段階から診断や進学先の情報を保護者に共有することが重要である。

さらに、家族や学校と継続的に情報共有を行いながら、障害児支援4の利用を含め、適

切な支援計画を立案することが求められる。 

 

説明 

高次脳機能障害のあるこどもへの支援は、全国的に必要性が指摘されながらも提供が

難しい領域である。これには、１８歳未満の高次脳機能障害のある患者が少なく、小児

診療に対応できる医療機関や、特別支援教育・障害児支援の知見を十分に有する専門人

材が限られていることなどが考えられる。また、とりわけ小児や思春期に発症した場合

は、社会経験が乏しい段階で障害を抱えることになる。さらに、高次脳機能障害による

直接的な困難だけでなく、いじめや孤立といった環境により、うつ状態や攻撃性などの

二次的障害が生じる場合も考えられる。そのため、次に示す点を踏まえ、医療・教育・

福祉の連携のもと、こどものライフステージ全体を見通した切れ目のない支援を推進す

る必要がある。 

  

【就学前】 

診断がついていない場合、「性格によるものか」「高次脳機能障害の症状なのか」を

区別しにくいことがある。また、検査が可能になる年齢になり診断が出ることもある。

さらに、小学校への進学にあたり、通常学級に通わせるか、特別支援学級や特別支援学

校を選ぶかで、保護者が悩むことも多い。 

 

 
4 障害児支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障 

害児入所施設（福祉型・医療型）がある。 
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【就学後】 

低学年のうちはあまり目立たなかった症状が、高学年に進むにつれて学習面でのつま

ずきやコミュニケーション上の問題として現れ、本人や家族、学校が戸惑うことがあ

る。そのような場合、通級による指導や特別支援学級の利用、特別支援学校への転校を

検討するケースもある。特別支援学校は本人の状態に応じて転校や進学が可能だが、手

帳が必要となることが多いため、早い段階で手続きや必要書類を確認する必要がある。 

 

毎年の進級や進学で環境が変わり続ける状況は保護者の大きな負担になりがちであ

る。そのため、少しでも早い段階から、進学先の情報や必要に応じたサービス等に係る

情報が提供されることが必要である。また、就学後は特別支援教育コーディネーターや

医療機関、専門職など第三者の協力を得ながら、こどもの特性や課題を整理し、家族や

学校と情報共有することが大切となる。 

 

事例 

東京都の支援拠点機関である東京都心身障害者福祉センターは、ホームページ上で、

複数種類の啓発資料（ハンドブック・リーフレット・ポスター等）を公表している。以

下は、こどもの高次脳機能障害に関するリーフレットの一部である。 

 

 
出典：東京都心身障害者福祉センターホームページより 
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（７）関係機関の連携・ネットワークについて 
 

ポイント 

医療機関（急性期病院、回復期病院、外来医療機関）、相談支援機関（支援拠点機

関、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業者、地域包括支援センター、居宅

介護支援事業所）、自治体（都道府県、市区町村）、サービス提供機関（障害福祉サ

ービス事業所、介護事業所）、障害者雇用関連機関（障害者就業・生活支援センタ

ー、地域障害者職業センター、ハローワーク）、職場、学校、当事者・家族団体等

が、有機的な連携をもって高次脳機能障害者の支援にあたることが重要である。 

 

説明 

高次脳機能障害は、症状や生活上の困難及びそれらの出現時期に個人差が大きく、生

活環境による影響も十分に考慮する必要がある。また医療・介護・福祉・雇用・教育

等、関係者や制度が複数領域にわたるという特性がある。関係機関同士で十分に連携を

取り、障害者一人ひとりにとって最適な支援を柔軟に提供していくことが求められる。 

以下は、高次脳機能障害者支援に関わる主要な関係機関である。 

 

 
出典：高次脳機能障害に関する支援の実態調査及び適切な支援を 

提供するためのガイドラインの作成 検討委員会作成 
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事例 

国土交通省は、令和４年度より、交通事故被害を主な原因とした高次脳機能障害者に

対する社会復帰促進事業を実施している。当事業は、自立訓練（機能訓練・生活訓練）

を提供する障害福祉サービス等事業者が行う、高次脳機能障害者が病院・事業者から地

域生活へ円滑に移行するためのサポートの取組に対して補助を行うモデル事業である。 

当事業の中で、病院と自立訓練事業所のネットワーク構築や、自立訓練事業所とその

地域における他の自立訓練事業所や就労支援施設、関係企業との地域連携等に関する好

事例がとりまとめられている。 

 

参考：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000017.html 
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２．急性期病院・回復期病院の支援のポイント 

 

（１）高次脳機能障害の診断と患者・家族に対する説明 
 

ポイント 

急性期病院や回復期病院の医師は、脳疾患あるいは脳外傷後に高次脳機能障害があ

ることが疑われる場合は、診察および精査を行い、その結果、高次脳機能障害が認め

られた場合は、診断を行う（１の(１)参照）ことが望ましい。 

 

説明 

高次脳機能障害であることを家族や患者本人が認識することが、退院後の家庭生活や

社会生活での適応に大きく影響する。また、患者が退院後に「高次脳機能障害」として

の様々な制度的支援を受けるためには、医師の診断が下されていることが不可欠であ

る。よって、高次脳機能障害を医師が的確に診断し、家族や本人にも説明することは重

要である。 

高次脳機能障害の原因疾患として、脳卒中が約８割、脳外傷が約１割を占める5。発症

時、受傷時に意識障害を伴った事例、脳画像上、脳損傷範囲が広範な場合は、脳への損

傷が大きいと判断し、高次脳機能障害が後遺する可能性が高い。 

高次脳機能障害の診断基準（p.4）に則り該当する場合は、診断を行うとともに、診療

録上、病名欄に「高次脳機能障害」を記入する。患者、家族にも診断について説明する

必要がある。 

なお、急性期病院や回復期病院の入院中には高次脳機能障害が目立たない場合もある

ことに注意すべきである。これは、高次脳機能障害は環境によって左右され、病院の中

は管理された環境であるため、高次脳機能障害があっても病棟生活は送れることが多い

からである。また、それぞれの患者が異なる症状を呈し、退院後の家庭内の環境や社会

生活の目標も患者によって異なるため、個別の対応が重要である。 

 

 

ポイント 

急性期病院や回復期病院の医師は、入院中又は退院後に患者から診断書・意見書の

作成を求められた場合や必要性があると判断した場合、対応することが望ましい。 

 

説明 

障害者手帳の交付申請等の際に必要な診断書・意見書の作成を患者やその家族から求

められる可能性がある。各種制度の申請において提出が求められる医師の診断書・意見

書の様式は、各自治体のホームページに公表されていることが多いため、それらを活用

することができる。 

なお、精神障害者保健福祉手帳の交付申請において提出する診断書については、高次

脳機能障害の診断又は治療に従事する医師が作成できる。また、身体障害者手帳の交付

申請のための診断書・意見書を作成する身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による

指定医師は、どの程度機能障害が残るかを判断するために一定期間の経過観察期間が必

 
5 東京都が2008年に実施した「東京都高次脳機能障害者実態調査」（医療機関調査）の結果より

（https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/about/soshiki/syougai/seishiniryo/oshirase/kouji） 
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要であることを踏まえ、対応を検討する。 

 

 

ポイント 

急性期病院や回復期病院においては、入院期間中には高次脳機能障害の診断に至ら

ない場合でも、高次脳機能障害の疑いがある場合には、高次脳機能障害の可能性を患

者やその家族に説明するとともに、高次脳機能障害の診療を行っている医療機関に関

する情報提供を行うことが望ましい。また、支援拠点機関等が作成した、それらの情

報がまとめられたパンフレットやリーフレットを渡すことも効果的である。 

 

説明 

高次脳機能障害の存在を障害者本人や家族が認知していることで、退院後であって

も、当事者が次の支援につながる可能性が高くなる。障害に関する一般的な知見（典型

的な症状や対応例等）や退院後に困難が生じる可能性についても説明することが望まし

い。 

当事者に対して高次脳機能障害に関する説明や医療機関の紹介を行う際には、支援拠

点機関等が作成・公表しているパンフレット・リーフレットも活用できる。 

 

 

（２）退院支援 
 

ポイント 

急性期病院や回復期病院の医療・福祉スタッフ6は、高次脳機能障害の診断が下りた

場合には、退院後に高次脳機能障害者が利用できる支援・サービスの制度や地域の相

談窓口の情報を伝えることが望ましい。また、支援拠点機関等が作成した、それらが

まとめられたパンフレットやリーフレット、ウェブサイトの案内を渡すことも効果的

である。 

 

説明 

入院生活の生活環境と地域生活での生活環境が大きく異なるため、入院期間中に、地

域生活において生じる問題点を網羅することや地域生活における支援・サービスを完璧

に整えることは困難である。 

そこで、患者やその家族に対し「退院後に困った際に利用可能な支援・サービスの制

度」に関する情報を提供することや、「退院後に困った際に相談できる相談窓口」を患

者に紹介しておくことが重要である。 

当事者に対して支援制度や相談窓口に関する説明や情報提供を行う際には、支援拠点

機関等が作成・公表しているパンフレット・リーフレットやウェブサイトも活用でき

る。 

 

 

 

 
6 医療・福祉スタッフには、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）やリハビリテーション職（理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士）、看護師、介護福祉士等が含まれる。 
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ポイント 

急性期病院や回復期病院では、治療やリハビリテーションのゴールに必要な入院期

間を設定して退院支援を行うことから、医療・福祉スタッフは医師と密に連携を取り

ながら、退院日に間に合うように患者の退院後の生活の準備を進めることが望まし

い。転院の場合は、転院先との緊密な情報交換を行い、自宅退院の場合は、地域生活

を見据え、支援拠点機関などの地域の医療・福祉専門職と連携する。 

具体的には、退院後に利用できる医療保険、介護保険、障害福祉等の様々なサービ

スの選択肢の中から、各患者にとって最適な組合せを検討し、各制度の利用申請手続

きや関係機関との連絡・調整を行う。さらに、退院後に中長期的に申請・利用できる

サービス等も視野に入れ、情報提供を行うことが望ましい。 

 

説明 

医療・福祉スタッフは、入院当初に当事者の最終的な目標（在宅復帰・復職等）と予

想される入院期間を多職種カンファレンスなどを通じて共有し、当事者及び医療専門職

と密にコミュニケーションを取りながら、退院支援を行っていく。 

退院後の支援の検討においては、医療保険・介護保険・障害福祉等の様々なサービス

の選択肢の中から、患者にとって最適な組合せを検討する。そのためにも、地域の関係

機関が提供している高次脳機能障害者向けのプログラムや支援サービスに関する情報を

把握しておく必要があるため、地域生活での支援を担う関係者（支援拠点機関、基幹相

談支援センター、指定特定相談支援事業者、地域包括支援センター、居宅介護支援事業

所、医療機関、学校等の職員；p.14の図に記載の関係者も参照）と密に連絡を取った

り、ＭＳＷや医師、リハビリテーション職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）、

公認心理師など、その時々に必要となる職種が適宜ケース会議（退院前カンファレン

ス）に参加したりすることで、関係者と情報を共有しながら協働で対応していくことが

重要である。そのためには、地域に応じた各関係者とのネットワークを日ごろから構築

しておくことが不可欠である。 

 

 

ポイント 

回復期病院の医療・福祉スタッフは、障害者手帳や障害年金の申請など、入院中も

しくは退院後に手続きを進めた方が良い制度については、患者やその家族が適切に申

請できるように支援することが望ましい。 

情報提供にとどまる段階の場合は、支援拠点機関等が作成しているパンフレットや

リーフレットなどを用いてわかりやすく説明することが望ましい。 

 

説明 

回復期病院に入院する高次脳機能障害者の多くが、身体障害を併発している7。一方

で、回復期病院に入院している高次脳機能障害者のうち、退院までの間に障害者手帳を

取得した者の割合は高くない8。これは入院期間と手帳を申請できる時期との関係もある

 
7 みずほリサーチ＆テクノロジーズが2024年に実施した「高次脳機能障害に関する支援の実態調査」では、回

復期リハビリテーション病棟を退院した高次脳機能障害者の約%が何らかの身体障害の症状を有していた。 
8 同上の調査では、回復期リハビリテーション病棟を退院した高次脳機能障害者の約25%が、退院までに身体

障害者手帳を取得していた。 
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が、身体障害のある高次脳機能障害者については、入院期間中に、身体障害者手帳を取

得することで、より円滑に退院後の支援につながる可能性があるため、入院中に申請で

きる場合は申請を支援する。 

具体的には、交付申請の際の提出書類の準備や自治体への照会、診断書を作成する身

体障害者福祉法第１５条の規定に基づく医師への依頼等の支援を行うことが考えられ

る。 

なお、精神障害者保健福祉手帳については、交付申請の際に、精神障害に係る初診日

から６か月を経過した日以後に作成された診断書が必要であるため、一般的に回復期病

院の退院日までに取得することは難しいと考えられる。支援拠点機関等が作成したパン

フレットやリーフレットなどを活用するなどして、外来で対応することや、診断書の作

成をフォローできる医療機関へ紹介することが考えられる。 

 

 

ポイント 

回復期病院の医療・福祉スタッフは、多角的なアセスメントを行い、多職種と共通

理解を図りながら、高次脳機能障害の患者が退院後に迅速に介護保険サービスや障害

福祉サービスを利用できるようにする。患者の希望や家族の考えを踏まえ、要介護認

定の申請や障害福祉サービスの利用申請について、入院中に検討することが望まし

い。 

 

説明 

退院時にサービスがあれば在宅復帰できるケースも少なくないことから、障害福祉サ

ービスや介護保険サービスは早期（適期）に利用できるように支援することが求められ

る。介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用するケースの場合は、ケアマネ

ジャーや相談支援専門員、自治体とも連携し、介護保険サービスと障害福祉サービスの

中から、本人にとって最適なサービスの組合せを計画することが重要である。障害福祉

サービスのみが対象となる場合や、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利

用が望ましい場合もあることから、地域の障害福祉サービスの社会資源を熟知した対応

が求められる。 

障害福祉サービスの利用は、高次脳機能障害の診断書をもって障害福祉サービスの利

用申請を行うことが可能である。当事者が入院期間中に障害福祉サービスの利用申請を

行えるように、提出書類の準備や自治体への照会等の支援を行うことも考えられる。 
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３．都道府県の支援のポイント 

 

（１）高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業について 
 

ポイント 

都道府県の障害保健福祉所管部署は、「高次脳機能障害及びその関連障害に関する

支援普及事業実施要綱（都道府県実施分）」に基づき、高次脳機能障害者への支援拠

点機関及び支援コーディネーターを配置し、高次脳機能障害者に対する専門的な相談

支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研究等を

行い、適切な支援が提供される体制を整備する。また、自治体職員や福祉事業者等を

対象に研修を行い、地域での高次脳機能障害者支援の啓発と普及を図る。 

 

説明 

都道府県は支援拠点機関と共に、高次脳機能障害及びその関連障害に関する支援普及

事業を推進する役割を担っている。 

以下は、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の全体像である。 

 

 
 

出典：厚生労働省作成 
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（２）支援体制整備 
 

ポイント 

都道府県の障害保健福祉所管部署は、域内の高次脳機能障害者支援に係る課題・ニ

ーズを把握し、それらに対処するべく支援体制を強化していくことが重要である。 

 

説明 

地域によって社会資源の量や質、当事者や関係機関が抱える課題やニーズは大きく異

なるため、それぞれの地域において「課題の把握」及び「課題への対処」のＰＤＣＡサ

イクルを推進していくことが不可欠である。都道府県は、支援拠点機関と連携し、地域

生活支援事業「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」や地域生活支

援促進事業「高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進

事業」等も活用しながら、域内の支援体制整備を進めることが望ましい。 

具体的には、連携会議を通じた地域の課題・ニーズの把握、研修や啓発資料を通じた

関係職員の資質向上、関係機関リストの作成等を通じた関係者間の連携・ネットワーク

の強化等が考えられる。 

なお、支援拠点機関との連携が重要であり、「４．支援拠点機関の支援のポイント」

も参考とすること。 

 

 

ポイント 

都道府県の障害保健福祉所管部署は、支援拠点機関と連携し、関係機関の職員を対

象とした研修によって、高次脳機能障害者への対応力の向上を図ることが重要であ

る。障害福祉サービス事業者を主な対象として実施されている「高次脳機能障害支援

養成研修」では、全国で共通の研修プログラムを提供できる仕組みとなっており、積

極的な受講を促すことが望ましい。あわせて、それぞれの地域に応じた地域づくりも

視野に入れたプログラムの提供を行っていくことが望ましい。 

 

説明 

当事者へ質の高い支援を提供するためには、各関係機関に所属する個々の職員が、本

人の要望を把握し、一人ひとり違う高次脳機能障害の症状への理解と、個々の状態に沿

った対応が不可欠である。 

障害福祉サービス事業所、指定特定相談支援事業者、医療機関、行政機関の職員等、

都道府県が認める者を対象として実施する「高次脳機能障害支援養成研修」について

は、研修を受講対象機関、事業所に周知し、支援者を地域に増やしていくことが望まし

い。 

そのほか、各地域の課題等をテーマとして、外部有識者等を招いた研修会を開催した

り、対象者を絞った専門的な研修を実施したりしている。 

研修等に、ピア（当事者・家族）の力を取り入れていくことも有意義である。 
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事例 

国土交通省は、令和４年度より、交通事故被害を主な原因とした高次脳機能障害者に

対する社会復帰促進事業を実施している。当事業は、自立訓練（機能訓練・生活訓練）

を提供する障害福祉サービス等事業者が行う、高次脳機能障害者が病院・事業者から地

域生活へ円滑に移行するためのサポートの取組に対して補助を行うモデル事業である。 

当事業の中で、自立訓練事業所において、高次脳機能障害に対応できる専門的知識を

有する者による機能訓練・生活訓練を提供できるよう安定的な人材確保及び職員の研修

等の受講によるスキルアップを目指す取組の好事例がとりまとめられているので参考に

されたい。 

 

参考：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000017.html 

 

 

 

ポイント 

都道府県の障害保健福祉所管部署は、域内で高次脳機能障害者支援に携わっている

関係機関及び当事者が参加する連携会議を定期的に開催することが望ましい。都道府

県の（自立支援）協議会の中で、高次脳機能障害に係る支援について扱うことも考え

られる。 

 

説明 

連携会議において、各関係機関及び当事者の間で域内の支援の課題やニーズを共有す

るとともに、それらへの対策を議論することが重要である。それは、域内の支援体制整

備の取組の推進や、関係者間の連携・ネットワークの強化につながりうる。 

連携会議に参加する関係機関は、p.14の図に記載の機関を参考とすること。 

 

 

ポイント 

都道府県の障害保健福祉所管部署は、都道府県内の効果的な相談支援体制を構築す

ることが重要である。 

 

説明 

相談支援の中で、当事者の具体的な支援・サービス利用のあり方を検討するに当たっ

ては、都道府県内各地域の詳細な社会資源の状況を把握しておく必要がある。一方で、

支援拠点機関が１か所の自治体もある。 

よって、支援拠点機関を圏域ごとに複数設置することや、都道府県全体を所管する機

関と各地域（圏域）を所管する機関を階層的に整備することも考えられる。後者につい

ては、都道府県全体を所管する「支援拠点機関」とは別に「地域支援拠点機関」という

名称で各地域の機関を認定している事例や、各保健所を高次脳機能障害の相談窓口とし

て位置づけている事例も見られた。「６．基幹相談支援センター・地域包括支援センタ

ー等の支援のポイント」も参照し、効果的な相談体制を整備していくことが重要であ

る。 
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（３）障害者手帳の交付（手帳交付主体である指定都市・中核市も対象） 
 

ポイント 

精神障害者保健福祉手帳の交付に関しては、高次脳機能障害に係る初診日から６か

月経過した日以後の診断書により申請できる。もしくは、発症・受傷から一定の期間

が経過した当事者の場合には、精神障害を支給事由とする障害年金等の受給を証する

書類の写しの提出によっても申請できる。 

身体障害者手帳の交付に関しては、身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による

指定医師が記載した診断書・意見書の提出があった場合に、申請に対応する。 

 

説明 

高次脳機能障害者が急性期や回復期の入院生活から地域生活に円滑に移行するために

は、障害者手帳の取得に向けて、早くから準備を進めておくことが望ましい。障害者手

帳の交付主体は、厚生労働省の要綱や通知等を踏まえ、適切に交付を行う。 

精神障害者保健福祉手帳の交付における診断書は、精神保健指定医、その他精神障害

（高次脳機能障害を含む）の診断又は治療に従事する医師が作成できる。 

また、高次脳機能障害者は、麻痺、失調、言語障害、嚥下障害等の身体障害を併発し

ている可能性があり、そのような場合は、身体障害者として支援を受ける観点から身体

障害者手帳の取得も検討される。身体障害者手帳については、国の法令、通知において

診断書作成日の経過期間（障害固定期間）についての一律の期間設定はなく、各事例で

判断可能な時期以降に認定する。障害が永続するか否かの判断においては、各事例の障

害部位や症状の経過などを踏まえた上で、それぞれの事例で判断可能な時期以降に認定

することとなり、発症後３か月程度の比較的早い時期での認定においては、将来再認定

の指導をするなど慎重に取り扱う必要がある。 

以下は、障害者手帳に関連する通知等の障害固定期間に関する記載内容である。 

 

通知等 障害固定期間に関する記載内容 

「精神障害者保健福祉

手帳制度実施要領」 

精神障害者保健福祉手帳の申請の際に提出する医師の診断書は、「精

神障害に係る初診日から６か月を経過した日以後における診断書に限

る」ことを規定。 

「身体障害認定基準等

の取扱いに関する疑義

について」 

「脳血管障害については、四肢の切断や急性疾患の後遺障害などとは

異なり、どの程度の機能障害を残すかを判断するためには、ある程度

の観察期間が必要と考えられる。しかしながら、その期間については

一律に定められるものではなく、障害部位や症状の経過などにより、

それぞれの事例で判断可能な時期以降に認定することとなる。なお、

発症後３か月程度の比較的早い時期での認定においては、将来再認定

の指導をするなどして慎重に取り扱う必要がある」ことを規定。 
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４．支援拠点機関の支援のポイント 

 

（１）専門的な相談支援 
 

ポイント 

支援コーディネーターを中心に、高次脳機能障害者やその家族、関係機関から寄せ

られた相談に、専門的な助言や適宜関連する機関・団体の情報提供を行い、地域につ

なぐことが望ましい。地域や社会とのコーディネートを行う役割であることから、関

連する機関・団体と日ごろから連携を図り、ネットワークを構築しておくことが望ま

しい。 

なお、高次脳機能障害の診断がついていない相談者に対応することもあるため、高

次脳機能障害の検査・評価・診断に対応している医療機関との連携も重要である。 

 

説明 

支援拠点機関は、高次脳機能障害に特化した主たる相談窓口であり、障害者本人やそ

の家族、様々な関係者から相談が寄せられる。相談者を適切な機関・団体につなぐため

にも、都道府県内で高次脳機能障害に対応している医療機関や相談支援機関、サービス

事業所、家族会等を把握するとともに、ネットワークの構築を図っている。また、近隣

の都道府県の支援拠点機関と連携し、情報共有することも重要である。 

特に、医療機関以外の支援拠点機関においては、医療機関との連携は欠かせない。診

断を受けていないものの、高次脳機能障害が疑われるケースを支援するにあたっては、

外来で検査・評価・診断に対応している医療機関の情報提供を行うことが望ましい。 

また、高次脳機能障害者やその家族は、より身近な地域における相談窓口である自治

体や基幹相談支援センター・地域包括支援センター等に相談を行う可能性もあり、それ

らの機関から当事者への対応方法について相談を受けることも想定される。そのような

場合には、相談をしてきた機関に対して専門的・広域的な助言を行うことが望ましい。 

 

 

（２）支援体制整備 
 

ポイント 

都道府県では支援拠点機関を中心として、高次脳機能障害に関わる医療機関や相談

窓口、家族会等のリストやマップ等を作成し、公表できるよう進めることが望まし

い。 

 

説明 

各支援に対応可能な機関・団体のリスト・マップが当事者や関係者間で共有されるこ

とで、各関係者が当事者を次につなげる先の機関を把握しやすくなったり、当事者が直

接関係機関を訪れやすくなったりすることが期待される。リストは、機関・団体名、住

所、連絡先、提供可能な支援・サービスの内容等を一覧化し、ホームページ等で公表で

きるよう進めていくことが望ましい。 
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具体的には、以下のようなリストが考えられる。 

 

⚫ 入院及び外来での高次脳機能障害の診療（検査・評価・診断・リハ

ビリテーション）や障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書の作

成に対応可能な医療機関のリスト 

⚫ 当事者の地域生活での困り事を聞いて、支援の検討や関係者への調

整等をワンストップで行う地域の相談窓口や行政の相談窓口のリス

ト 

⚫ 高次脳機能障害に対応したプログラムやサービスを提供しているサ

ービス事業所のリスト 

⚫ 当事者・家族団体のリスト 

 

事例 

東京都の支援拠点機関である東京都心身障害者福祉センターは、ホームページ上で、

高次脳機能障害に対応可能な相談窓口、入所施設・短期入所施設、就労支援機関、医療

機関、及び高次脳機能障害者の当事者・家族会を含む「高次脳機能障害関係機関等一

覧」を公表している。以下は、高次脳機能障害に対応可能な相談窓口の一覧の一部であ

る。 

 

 
出典：東京都心身障害者福祉センターホームページより 
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（３）普及・啓発 
 

ポイント 

当事者にそのまま手渡せるようなパンフレット・リーフレットを作成し、急性期病

院や回復期病院、基幹相談支援センター、地域包括支援センター、自治体等の各関係

機関に設置するとともに、誰もが情報を入手しやすいようにホームページ等で公表す

ることが望ましい。 

 

説明 

各関係機関において当事者に対する相談対応を行う際には、視覚的に分かりやすく、

一連の情報がまとまっているパンフレット・リーフレットが効果的である。 

パンフレット・リーフレットに載せる情報として、以下が考えられる。 

 

⚫ 高次脳機能障害の原因や症状、特性 

⚫ 高次脳機能障害に係る支援制度の一覧やその利用方法 

⚫ 域内外の支援関係機関（医療機関、相談支援窓口、当事者・家族団

体等）のリスト 

 

事例 

千葉県の支援拠点機関である千葉県千葉リハビリテーションセンターは、ホームペー

ジ上で、複数種類の啓発資料（ハンドブック・リーフレット等）を公表している。以下

は、高次脳機能障害の原因や症状、関わり方のポイント、利用できるサービス・社会制

度、相談窓口や家族会の情報などがまとめられたガイドブックの一部である。 

 

 
出典：千葉県千葉リハビリテーションセンターホームページより 
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５．市区町村の支援のポイント 

 

（１）障害支援区分認定・障害福祉サービス支給決定 
 

ポイント 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請があった場合、一部のサービス

を除いて障害支援区分の認定が必要となる。 

認定調査は市区町村の職員又は市区町村から委託された相談支援事業所等の職員が

行う。 

障害福祉サービスの支給決定は市区町村が行い、利用できるサービスの種類と量が

決められ、障害者と事業所が契約してサービスの提供を受ける。 

 

説明 

障害福祉サービスの利用申請は、市区町村の障害保健福祉主管課の窓口で受け付け

る。障害支援区分の認定は、認定調査の結果と医師意見書により、区分認定審査会を経

て決定される。介護保険のように、要介護度が低いと利用できるサービス量が少なくな

るということはないが、身体障害のない高次脳機能障害者の場合、日常生活における困

り感が、８０項目の認定調査では把握しきれない内容も多いため、障害特性を把握しつ

つ特記事項等に記入する。そのためにも、認定調査員が高次脳機能障害の特性を理解し

ておくことが重要である9。 

高次脳機能障害に特化したサービスはないが、障害福祉の視点からのリハビリテーシ

ョンとしては自立訓練（機能訓練）、生活の再構築のためには自立訓練（生活訓練）、

就労や復職の支援としては就労移行支援などの利用が考えられる。高次脳機能障害への

支援が期待できる地域の社会資源を、支援拠点機関等が作成したリーフレットなどから

把握し、情報を提供する必要がある。 

 

 

ポイント 

障害支援区分認定・障害福祉サービス支給決定に関しては、精神障害を事由とする

場合は、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証（精神通院医療）、医師の

診断書（原則として主治医が記載し、国際疾病分類ＩＣＤ－１０コードを記載するな

ど精神障害者であることが確認できる内容であること）の提出があった場合に、申請

に対応する。 

身体障害を事由とする場合は、身体障害者手帳の提出があった場合に、申請に対応

する。 

 

説明 

高次脳機能障害者が急性期や回復期の入院生活から地域生活に円滑に移行するために

は、必要な障害福祉サービスが早期から利用できることが重要である。市区町村は、厚

生労働省の要綱や通知等を踏まえ、適切に障害支援区分認定・障害福祉サービス支給決

定を行う。 

 
9 例えば、高次脳機能障害の特性の一つとして、障害者本人が高次脳機能障害を理解することが難しいこと

や、困り感をうまく伝えられないことがあり、家族や支援者にも聞き取りを行うことが重要である。 
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精神障害を事由とする障害福祉サービス支給においては、精神障害者保健福祉手帳や

自立支援医療受給者証（精神通院医療）、医師の診断書（原則として主治医が記載し、

国際疾病分類ＩＣＤ－１０コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内

容であること）の提出があれば対応する。なお、精神障害者保健福祉手帳の交付申請の

際に提出される診断書とは異なり、障害福祉サービスの利用申請の際に提出される診断

書の作成日については、経過期間の制限はない。 

 

 

ポイント 

要介護認定の対象となっている高次脳機能障害者に対しては、原則として介護保険

サービスの利用が優先されるものの、個々の障害者の利用意向や障害特性等を踏ま

え、介護保険サービスの支給量・内容では本人にとって必要なサービスが十分に受け

られない場合には、障害福祉サービスの介護給付費等の支給が可能である。 

 

説明 

高次脳機能障害者の多くが要介護認定の対象となっていると考えられるが、本人にと

って適切な支援・サービスが提供されることが重要である。 

特に、訓練系・就労系障害福祉サービス（自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就

労継続支援・就労定着支援）は介護保険に該当するサービスが無いため、就労等を目指

す高次脳機能障害者によって活用されることが考えられる。介護保険に同等のサービス

がある場合、障害福祉サービスより優先されるが、市区町村の判断に委ねられる部分も

ある。 

以下は、介護保険サービスと障害福祉サービスの適用関係についての厚生労働省の事

務連絡の記載内容である。 

 

事務連絡 障害福祉サービスの利用に係る記載内容 

「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に

支援するための法律に

基づく自立支援給付と

介護保険制度の適用関

係等に係る留意事項及

び運用の具体例等につ

いて」 

市町村は、介護保険の被保険者である障害者から障害福祉サービス

の利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該

障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受

けることが可能か否か等について、申請に係る障害福祉サービスの利

用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上

で、適切に判断することとしている。 

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必

要な支援を受けることが可能と判断される場合であっても、当該サー

ビスの利用について介護保険法（平成９年法律第123号）の規定によ

る保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容で

は十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給する

など、適切な運用に努められたい。その際、障害福祉サービスの利用

を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上であるこ

と、特定の障害があることなどの画一的な基準（例えば、要介護５以

上でかつ障害支援区分４以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用

する介護保険サービスの単位数に占める訪問介護の単位数が一定以上

等）のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを

利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際に

は、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかど
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うかという観点についても検討した上で、支給決定を行う。 

就労系障害福祉サービスや自立訓練（生活訓練）は障害固有のサー

ビスであり、65歳以降も介護保険サービスに移行することなく、個々

のサービスの支給決定の要件の範囲内で引き続き当該サービスの利用

が可能である。 

 

 

（２）要介護認定・介護保険サービス支給決定 
 

ポイント 

６５歳以上又は４０歳以上で原疾患が特定疾病に該当する場合、介護保険サービス

を利用することができる。介護保険の申請は、居住する市区町村が窓口となり、要介

護度を決めるための認定調査が行われる。 

認定調査を行う職員は、高次脳機能障害の症状や生活の困り感に関する理解を深め

ておくことが重要である。 

 

説明 

介護保険の申請窓口は市区町村である。要介護認定は市区町村の職員又は非常勤の介

護認定調査員が行うが、要介護度の決定に大きな影響を及ぼすことから、調査員は高次

脳機能障害に対する理解をもっておくことが重要である10。 

 

 

（３）障害者手帳の交付申請の受付 
 

ポイント 

障害者手帳を交付するのは都道府県であるが、申請・相談の窓口は市区町村である

ため、申請の事務手続きを進めるのみならず、障害者とその家族の生活状況を把握

し、利用できる障害福祉サービスや、困り感に対する支援策を提示することも重要で

ある。 

 

説明 

高次脳機能障害者が入院生活から退院後の地域生活に円滑に移行するためには、障害

者手帳の取得に向けて、早くから準備を進めておくことが望ましい。 

障害者手帳の交付主体は都道府県、政令指定都市、中核市（身体障害者手帳のみ）で

あるが、手帳の交付申請は市区町村の経由事務であり、厚生労働省の要綱や通知等を踏

まえ、適切に交付申請を行う。 

また、障害者手帳取得の相談時から障害者とその家族の生活状況を把握し、障害者手

帳交付時には、等級を踏まえて利用できるサービスの案内・申請手続きとともに、日常

生活で困ると感じていることに対する支援策（在宅で利用できるサービスや日中活動の

場、家族会等の情報）を提示することが望ましい。 

 

 
10 例えば、高次脳機能障害の特性の一つとして、障害者本人が高次脳機能障害を理解することが難しいこと

や、困り感をうまく伝えられないことがあり、家族や支援者にも聞き取りを行うことが重要である。 
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（４）相談支援 
 

ポイント 

高次脳機能障害者やその家族、関係者から相談を受けた際には、相談者に対して情

報提供や助言等を行うほか、各関係機関へつないだり、関係機関間の調整を行ったり

することが望ましい。そのために、各関係機関とのネットワークを日ごろから構築し

ておくことが重要である。 

 

説明 

相談対応においては、高次脳機能障害の専門的な事項については都道府県や支援拠点

機関と、障害福祉サービスや介護保険サービスに関する事項については基幹相談支援セ

ンターや指定特定相談支援事業者、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等と連

携し、協働で対処することができる。 

 

 

（５）地域の支援体制整備 
 

ポイント 

市区町村の障害保健福祉所管部署は、域内の高次脳機能障害者支援に係る課題・ニ

ーズを把握し、それらに対処するべく支援体制を強化していくことが重要である。そ

のために、域内で高次脳機能障害者支援に携わっている関係機関及び当事者が参加す

る連携会議を定期的に開催することが考えられる。（自立支援）協議会の中で、高次

脳機能障害に係る支援について扱うことも考えられる。 

地域の社会資源の創出にあたっては、障害福祉サービス事業所だけではなく、当事

者・家族団体の立ち上げ、気軽に集まれる居場所づくり、意思疎通支援なども視点に

加えることができる。 

 

説明 

地域によって社会資源の量や質、当事者や関係機関が抱える課題やニーズは大きく異

なるため、それぞれの地域において「課題の把握」及び「課題への対処」のＰＤＣＡサ

イクルを推進していくことが不可欠である。 

そのために、連携会議において、各関係機関及び当事者の間で域内の支援の課題やニ

ーズを共有するとともに、それらへの対策を議論することが重要である。（自立支援）

協議会を活用し、地域の障害福祉に係る課題を集約する中に、高次脳機能障害に関する

ニーズ把握を含めておくことは重要な視点である。それは、域内の支援体制整備の取組

の推進や、関係者間の連携・ネットワークの強化につながりうる。連携会議に参加する

関係機関は、p.14の図に記載の機関を参考とすること。 

また、地域の社会資源の現状を把握し、不足する支援の創出を検討する際には、障害

者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所のみならず、当事者間で悩みや困難を感

じた経験を共有し、支援し合うピアサポート活動の場である当事者会や家族会の立ち上

げ、認知症カフェのように気軽に集まれる居場所づくり、失語症者向け意思疎通支援者

の派遣事業等も視点に加えて検討していくことが望ましい。 
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６．基幹相談支援センター・地域包括支援センター等11の支援のポイント 

 

（１）相談支援 
 

ポイント 

基幹相談支援センターの相談支援専門員や、地域包括支援センターの介護支援専門

員（ケアマネジャー）等は、高次脳機能障害の診断を受けていないものの、高次脳機

能障害が疑われる相談者に対しては、支援拠点機関等が作成したパンフレットやリー

フレットなどを渡し、受診を希望するきっかけを作ることが望ましい。 

本人が受診を希望した場合は、外来で高次脳機能障害の検査・評価・診断に対応し

ている医療機関の情報を提供し、必要に応じてつなぐことが望ましい。 

 

説明 

急性期病院や回復期病院において高次脳機能障害の診断を受けずに退院しているケー

スも存在する。令和６年度障害者総合福祉推進事業「高次脳機能障害に関する支援の実

態調査及び適切な支援を提供するためのガイドラインの作成」において実施されたヒア

リング調査の中で、退院の際に高次脳機能障害についての説明を受けず、高次脳機能障

害の存在を自覚しないまま生活を送り、数年後に診断されたというケースも確認され

た。 

基幹相談支援センターには、高次脳機能障害と診断される前から、本人やその家族等

から最初の窓口として相談が寄せられることがある。また、地域包括支援センターにお

いても、高齢者福祉としての相談対応の中で、高次脳機能障害の可能性に気付くケース

がある。 

診断は高次脳機能障害者としての様々な支援を受ける前提となるため、疑われる場合

は、外来で高次脳機能障害の検査・評価・診断に対応している医療機関の情報を相談者

に提供するとともに、適宜医療機関に連絡を取ってつなぐことが重要である。 

医療機関において高次脳機能障害の診断を受けた後は、生活支援サービスや就労支援

サービスの利用、障害者手帳の取得等が可能となってくるため、障害者本人やその家族

の意向や必要性を確認した後、地域の関係機関と連携を取りながら、地域生活に必要な

支援を整備していく。 

 

  

 
11 本章の記述は、基幹相談支援センターや地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者や居宅介護支援

事業所等における相談支援を想定している。そのほか、児童発達支援センター、保健センター等で高次脳

機能障害者の相談に対応するケースもありうる。 



32  

ポイント 

基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員や、地域包括

支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）等は、高次

脳機能障害者の地域生活における支援・サービスを計画する際には、関係機関の間で

密に連携を取り、医療保険・介護保険・障害福祉等の様々なサービスの選択肢の中か

ら、当事者にとって最適な組合せを検討し、利用の準備・調整・つなぎ及びフォロー

アップを行うことが望ましい。 

 

説明 

専門的な相談支援に対応する支援拠点機関に対し、具体的な障害福祉サービス・介護

保険サービスの利用を検討する場面等、当事者の生活圏域の社会資源の状況を踏まえた

相談支援に対応することが考えられる。 

高次脳機能障害者の地域生活における支援・サービスを計画する際には、基幹相談支

援センター・指定特定相談支援事業者・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等

の間で密に連携を取り、医療保険・介護保険・障害福祉等の様々なサービスの選択肢の

中から、当事者にとって最適な組合せを検討することが重要である。特に、要介護認定

の対象者においては、介護保険サービスに限らない障害福祉サービスの利用・併用やイ

ンフォーマルなサービスの利用についても検討する。 

また、具体的なサービスやプログラムの検討にあたっては、医療機関での専門的な高

次脳機能障害の検査・評価結果を参考にできることがある。必要に応じて、検査・評

価・診断を行った医療機関とコミュニケーションを取ることが考えられる。 

その後の、サービス利用の準備・調整・つなぎにおいても、関係者間で密に連携を取

り、当事者への伴走支援を行っていくことが求められる。 

 

 
出典：高次脳機能障害に関する支援の実態調査及び適切な支援を 

提供するためのガイドラインの作成 検討委員会作成 
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ポイント 

基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業者の相談支援専門員や、地域包括支

援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）等は、高次脳

機能障害者が参加するプログラム・活動について、その時々の障害者の状態と意向を

踏まえ、量やレベルを柔軟に調整していくことが重要であるが、本人の気付きが一致

していない場合もあることを想定して計画を立てる。 

 

説明 

高次脳機能障害では、認知機能が時間をかけて段階的に回復していくこともあり、当

事者が参画するサービス・活動についても、段階的に量や難易度を調整していくことが

重要である。各地域で各事業所・機関が提供しているサービス・プログラムの内容を把

握し、その時々の障害者の状態と意向を踏まえ、サービスを柔軟に組み替えていくこと

が重要である。本人の気付きの状態を把握した対応が望ましいことから、医療機関や支

援拠点機関との連携を図ることが望ましい。 

 

 

ポイント 

上記の取組を進める中で、情報が不足することや判断が困難なことが生じた場合等

には、高次脳機能障害の専門的な相談支援・ケアマネジメントに対応している支援拠

点機関に相談を行い、連携することが有効である。 

 

説明 

基幹相談支援センターや指定特定相談支援事業者の相談支援専門員や、地域包括支援

センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）等の職員は、都道

府県が実施している「高次脳機能障害支援養成研修」（p.21を参照）に参加する等で、

高次脳機能障害者への対応能力を高めることが重要であるものの、事例数が多くない高

次脳機能障害への対応に慣れていないことも想定される。 

高次脳機能障害の診断を受けていない相談者を医療機関での検査・診断へとつなぐ、

高次脳機能障害者の地域生活での支援の在り方を検討・準備・調整する、その他様々な

生活上の悩みに対し継続的なサポートを行う、等の各支援を進める中で、情報が不足す

ることや判断が困難なことが生じた場合等には、高次脳機能障害の専門的な相談支援・

ケアマネジメントに対応している支援拠点機関に相談を行い、助言や連携を仰ぐことが

有効である。 
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